
新旧対照表　収集運搬業（積替え保管を除く）

（１）収集運搬業（積替え保管を除く） （１）収集運搬業（積替え保管を除く）

7 車両届出
すべての収集運搬車両に
ついて都への届出がなさ
れている。

〇

産廃収集運搬車両のすべてについて都へ
の届出がなされている。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①最新の届出書の写し及び車両一覧表
　②直近の変更届（又は申請時）の写し
及び車両一覧表

必須 7 車両届出
すべての収集運搬車両に
ついて都への届出がなさ
れている。

〇

産廃収集運搬車両のすべてについて都へ
の届出がなされている。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①最新の届出書の写し（車両一覧添
付）
　②直近の変更届（または申請時）の写
し

必須

8
排ガス適
合

すべての収集運搬車両
が、国及び都の排ガス規
制に適合している。

〇

自己評価表番号７で届出している産業廃
棄物収集運搬車両以外の収集運搬車両
（一般廃棄物収集運搬車両を含むディー
ゼル車両）を保有している場合は、その
すべてが、国及び都の排ガス規制に適合
している。

【書面審査資料】＊①、②又は③の資料
　①都内を走行する一般廃棄物収集運搬
車両（ディーゼル車両）については区市
町村への届出書の写し（届出書の表紙及
び車両一覧表を添付）
　②自己評価表番号７及び①のいずれか
にも該当しない都内を走行する産業廃棄
物収集車両（ディーゼル車両）について
は車検証の写し及び該当車両のDPFの装
着証明書の写し（車両一覧表を添付）
　③対象車両がない場合は、対象車両な
しと記載した書面

必須 8
排ガス適
合

すべての収集運搬車両
が、国及び都の排ガス規
制に適合している。

〇

前項（７）で提出している産廃車両以外
で、都内を走行するディーゼル車両（産
廃車両で、都内で積込み積み下ろしを行
わず、都内を通過するだけの車両及び一
廃収集運搬車両）を保有している場合
は、そのすべてが、国及び都の排ガス規
制に適合している。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①都内を走行する一般廃棄物収集運搬
車両（ディーゼル車両）については区市
町村への届出書の写し（車両一覧添付）
　②前項（７）及び①のいずれかにも該
当しない都内を走行する産業廃棄物収集
車両（ディーゼル車両）については車検
証の写し及び該当車両のDPFの装着証明
書の写し（車両一覧添付）

必須
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認

ヒ
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ン
グ

目
視

3 納税等

法人税、消費税、住民
税、事業税、地方消費
税、不動産取得税、固定
資産税、事業所税及び都
市計画税並びに社会保険
料及び労働保険料の未納
がない。

〇

法人税、消費税、住民税、事業税、地方
消費税、不動産取得税、固定資産税、事
業所税及び都市計画税並びに社会保険料
及び労働保険料の納付額に未納がない。

【書面審査資料】＊②～⑧都外に係る納
税証明書は添付不要

①法人税、消費税、地方消費税の納税証
明書（｢その３の３未納がないことの証
明｣を添付）
②法人都民税の納税証明書（直前３年
分）
③法人市民税、法人町民税、法人村民税
の納税証明書（｢未納がないことを証明す
るもの｣又は｢課税額及び納税済額を証明
するもの（直前３年分）｣を添付）
④法人事業税の納税証明書（直前３年
分）
⑤固定資産税（土地家屋用）及び都市計
画税の納税証明書（｢未納がないことを証
明するもの｣又は｢課税額及び納税済額を
証明するもの（直前３年分）｣を添付）
⑥固定資産税（償却資産用）の納税証明
書（｢未納がないことを証明するもの｣又
は｢課税額及び納税済額を証明するもの
（直前３年分）｣を添付）
⑦事業所税の納税証明書（｢未納がないこ
とを証明するもの｣又は｢課税額及び納税
済額を証明するもの（直前３年分）｣を添
付）・23区内、武蔵野市、三鷹市、八王
子市及び町田市に事業所がある場合のみ
対象。
⑧不動産取得税の納税証明書（直前３年
分）
⑨駐車場の使用権原を証する書類（収集
運搬業のみ）
・自者所有の場合は｢土地の登記事項証明
書（登記簿謄本）｣、他者から借りている
場合は｢賃貸借契約書の写し｣を添付（＊
都外の駐車場については添付不要）
⑩社会保険料の納入確認書（｢未納の無い
ことの確認書」又は「保険料納入告知
額・領収済額通知書の写し（24ヶ月
分）」を添付
⑪地方労働局が発行する労働保険料の未
納が無いことを証明する書類（例：労働
保険料等納入証明書）又は労働保険料の
申告額及び納付済が確認できる書類（直
前３年分）

※証明書等の提出に該当しない場合は、
「課税等されていない旨の誓約書（様式
第７号）」にチェックを入れて提出

3 納税等

法人税、消費税、住民
税、事業税、地方消費
税、不動産取得税、固定
資産税、事業所税及び都
市計画税並びに社会保険
料及び労働保険料の未納
がない。

〇必須 必須

法人税、消費税、住民税、事業税、地方
消費税、不動産取得税、固定資産税、事
業所税及び都市計画税並びに社会保険料
及び労働保険料の納付額に未納がない。

【書面審査資料】＊②～⑧都外に係る納
税証明書は添付不要

①法人税、消費税、地方消費税の納税証
明書（｢その３の３未納がないことの証
明｣を添付）
②法人都民税の納税証明書（直前３年
分）
③法人市民税、法人町民税、法人村民税
の納税証明書（｢未納がないことを証明す
るもの｣又は｢課税額及び納税済額を証明
するもの（直前３年分）｣を添付）
④法人事業税の納税証明書（直前３年
分）
⑤固定資産税（土地家屋用）及び都市計
画税の納税証明書（｢未納がないことを証
明するもの｣又は｢課税額及び納税済額を
証明するもの（直前３年分）｣を添付）
⑥固定資産税（償却資産用）の納税証明
書（｢未納がないことを証明するもの｣又
は｢課税額及び納税済額を証明するもの
（直前３年分）｣を添付）
⑦事業所税の納税証明書（｢未納がないこ
とを証明するもの｣又は｢課税額及び納税
済額を証明するもの（直前３年分）｣を添
付）・23区内、武蔵野市、三鷹市、八王
子市及び町田市に事業所がある場合のみ
対象。
⑧不動産取得税の納税証明書（直前３年
分）
⑨駐車場の使用権原を証する書類（収集
運搬業のみ）
・自者所有の場合は｢土地の登記事項証明
書（登記簿謄本）｣、他者から借りている
場合は｢賃貸借契約書の写し｣を添付（＊
都外の駐車場については添付不要）
⑩社会保険料の納入確認書（｢未納の無い
ことの確認書」又は「保険料納入告知
額・領収済額通知書の写し（24ヶ月
分）」を添付
⑪労働保険料の納税証明書（直前３年
分）

1



新旧対照表　収集運搬業（積替え保管を除く）

（１）収集運搬業（積替え保管を除く） （１）収集運搬業（積替え保管を除く）

新 旧

18
労働安全
衛生組織

事業規模に応じ、安全衛
生委員会等の組織を設置
している。

〇 〇

事業規模に応じ、安全衛生委員会等の組
織を設置している。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①労働安全衛生委員会の設置要綱・委
員会の組織図
　②会議などの活動が確認できる書面
（活動記録又は議事録等）
　※委員会の組織図については、更新年
月日が記載されているもの
　　活動記録又は議事録等については、
実施年月日が記載されているもの

　※様式第６号の提出がない場合、この
項目は必須となります。

3 18
労働安全
衛生組織

事業規模に応じ、安全衛
生委員会等の組織を設置
している。

〇 〇

事業規模に応じ、安全衛生委員会等の組
織を設置している。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①労働安全衛生委員会の設置要綱・委
員会の組織図
　②会議などの活動が確認できる書面
　※更新年月日が記載されているもの

　※様式第６号の提出がない場合は必須
となります。

3

19 労災防止
労働災害事故の未然防止
に向けた取組を行ってい
る。

〇 〇

労働災害事故の未然防止に向けた取組を
行っている。
　
【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①労災防止に関わる研修及び訓練の実
施計画（年間計画表）を示す書面
　※前年度の計画及び最新年度の計画が
分かる書面

　②労災防止に関わる研修及び訓練の実
施状況を示す書面（実施状況写真を含
む）
　※前年度の状況及び書面審査を受ける
直前までの状況を示す書面

　※様式第６号の提出がない場合、この
項目は必須となります。

3 19 労災防止
労働災害事故の未然防止
に向けた取組を行ってい
る。

〇 〇

労働災害事故の未然防止に向けた取組を
行っている。
　
【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①直前1年間における労災防止に関わ
る研修及び訓練の実施計画（年間計画
表）を示す書面
　②過去1年分（直前1年間分）の労災防
止に関わる研修及び訓練の実施状況を示
す書面（訓練報告書、実施状況写真等）

　※様式第６号の提出がない場合は必須
となります。

3

21 健康診断

従業員（常時使用する者
以外も対象に含む。）の
健康診断を定期的に実施
している。

〇 〇

従業員（常時使用する者以外も対象に含
む。）の健康診断を定期的に実施してい
る。
※専門性（感染性廃棄物）を申請してい
る場合は、感染性廃棄物を取扱う従業員
に対し、少なくとも年１回の定期健診を
行い、その際にHBs抗体価などの測定及
び予防接種等を行っている。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①健康診断の実施計画書
　②過去1年分の実施状況を示す書面
（医療機関からの請求書、領収書等で受
診者数、実施時期、実施機関が分かるも
の）
　③専門性（感染性廃棄物）を申請して
いる場合は、HBs抗体価の測定及び予防
接種等の実施状況を示す書面

2 21 健康診断

従業員（常時使用する者
以外も対象に含む。）の
健康診断を定期的に実施
している。

〇 〇

従業員（常時使用する者以外も対象に含
む。）の健康診断を定期的に実施してい
る。
※専門性（感染性廃棄物）を申請してい
る場合は、感染性廃棄物を取扱う従業員
に対し、少なくとも年１回の定期健診を
行い、その際にHBs抗体価などの測定及
び予防接種等を行っている。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①健康診断の実施計画書
　②過去1年分の実施状況を示す書面
（医療機関からの請求書、領収書等）
　③専門性（感染性廃棄物）を申請して
いる場合は、HBs抗体価の測定及び予防
接種等の実施状況を示す書面

2

23
講習会修
了者配置

産業廃棄物処理業の許可
取得に必要な認定講習会
修了者が複数常に配置さ
れている。

〇

産業廃棄物処理業の許可取得に必要な認
定講習会修了者が複数常に配置されてい
る。
かつ、処理課程ごとの講習会修了証が有
効期間内であること。
パンフレット等又は自社ホームページ上
で修了者数を情報公開している。自社以
外のホームページ上で公開されている場
合は、自社ホームページからリンクさ
れ、該当する情報画面にジャンプできる
こと。

【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①認定講習会修了証
　②公開していることを示す書面

2 23
講習会修
了者配置

産業廃棄物処理業の許可
取得に必要な認定講習会
修了者が複数常に配置さ
れている。

〇

産業廃棄物処理業の許可取得に必要な認
定講習会修了者が複数常に配置されてい
る。
かつ、講習会修了証の講習課程ごとの有
効期間に空白がないこと。
パンフレット等又は自社ホームページ上
で修了者数を情報公開している。自社以
外のホームページ上で公開されている場
合は、自社ホームページからリンクさ
れ、該当する情報画面にジャンプできる
こと。

【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①認定講習会修了証
　②公開していることを示す書面

2

25
従業員教
育

従業員教育に取り組んで
いる。
　(社内研修、他社の施設
見学、行政・協会・団体
等の外部団体が行う産業
廃棄物関係講習会の受講
など)

〇 〇

従業員教育に取り組んでいる。
（社内研修、他社の施設見学、行政・協
会・団体等の外部団体が行う産業廃棄物
関係講習会の受講等）

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①従業員教育に係わる研修計画（年間
計画）を示す書面
　※前年度の計画及び最新年度の計画が
分かる書面

　②従業員教育に係わる研修の実施状況
を示す書面
　※前年度の状況及び書面審査を受ける
直前までの状況を示す書面

3 25
従業員教
育

従業員教育に取り組んで
いる。（社内研修、他社
の施設見学、行政・協
会・団体等の外部団体が
行う産業廃棄物関係講習
会の受講など）

〇 〇

従業員教育に取り組んでいる。
（社内研修、他社の施設見学、行政・協
会・団体等の外部団体が行う産業廃棄物
関係講習会の受講等）

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①直前1年間の研修計画（年間計画）
を示す書面
　②直前1年間の実施状況を示す書面

3

30
作業実態
の把握・
確認

日々の作業内容を作業日
報等で確認することがで
きる。

〇 〇

日々の作業内容を作業日報等で確認する
ことができる。

【書面審査資料】
　①作業日報等として使用している書面
様式

2 30
作業実態
の把握・
確認

日々の作業内容を作業日
報等で確認することがで
きる。

〇

日々の作業内容を作業日報等で確認する
ことができる。

【現地審査資料】
　①作業日報等の書面

2

2



新旧対照表　収集運搬業（積替え保管を除く）

（１）収集運搬業（積替え保管を除く） （１）収集運搬業（積替え保管を除く）

新 旧

33
ボラン
ティア活
動

都内でボランティア活動
に積極的に取り組んでい
る。

〇

都内でボランティア活動に積極的に取り
組んでいる。

【現地審査資料】
　①ボランティア活動が確認できる書面
（パンフレット、参加者人数等のボラン
ティア活動に関する書面、印刷物、写
真、業務日誌等）

2 33
ボラン
ティア活
動

都内でボランティア活動
に積極的に取り組んでい
る。

〇

都内でボランティア活動に積極的に取り
組んでいる。

【現地審査資料】
　①ボランティア活動が確認できる書面
（パンフレット、参加者名簿等のボラン
ティア活動に関する書面、印刷物、写
真、業務日誌等）

2

38

地球温暖
化対策に
係る計画
書又は報
告書の作
成提出

都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例
（平成12年東京都条例第
215号。以下「環境確保
条例」という。）に規定
する地球温暖化対策報告
書制度における報告書又
は、総量削減義務と排出
量取引制度における地球
温暖化対策計画書を作成
し、都に提出している。

〇

環境確保条例に規定する地球温暖化対策
報告書制度における報告書を作成し、提
出している。大規模事業所については、
総量削減義務と排出量取引制度における
地球温暖化対策計画書を作成し、都に提
出している。

【書面審査資料】＊①、②、③いずれか
の資料
　①総量削減義務と排出量取引制度にお
ける地球温暖化対策計画書の提出が証明
できる提出書受付印の写し
　②東京都地球温暖化報告書制度におけ
る報告書の提出が証明できる提出書受付
印の写し
　③提出した報告書が公表されている東
京都環境局の公表画面の写し
　※提出書面は直近年度に提出したもの

3 38

地球温暖
化対策に
係る計画
書又は報
告書の作
成提出

都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例
（平成12年東京都条例第
215号。以下「環境確保
条例」という。）に規定
する地球温暖化対策報告
書制度における報告書又
は、総量削減義務と排出
量取引制度における地球
温暖化対策計画書を作成
し、都に提出している。

〇

環境確保条例に規定する地球温暖化対策
報告書制度における報告書を作成し、提
出している。大規模事業所については、
総量削減義務と排出量取引制度における
地球温暖化対策計画書を作成し、都に提
出している。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①総量削減義務と排出量取引制度にお
ける地球温暖化対策計画書の提出が証明
できる提出書受付印の写し
　②東京都地球温暖化報告書制度におけ
る報告書の提出が証明できる提出書受付
印の写し

3

39
カーボン
オフセッ
ト

事業活動から排出される
二酸化炭素等の温暖化ガ
スのカーボンオフセット
に取り組んでいる。

〇

事業活動から排出される二酸化炭素等の
温暖化ガスのカーボンオフセットに継続
的に取り組んでいる。

【書面審査資料】
　①前回の認定取得・更新以降から現在
までの期間において、継続的な取組状況
が確認できる書面（カーボンオフセット
の証書の写し、カーボンオフセット認証
ラベルのついた商品の購入証明の写し
等）
　※購入年月日が記載されているものを
添付

2 39
カーボン
オフセッ
ト

事業活動から排出される
二酸化炭素等の温暖化ガ
スのカーボンオフセット
に取り組んでいる。

〇

事業活動から排出される二酸化炭素等の
温暖化ガスのカーボンオフセットに継続
的に取り組んでいる。

【書面審査資料】
　①継続的な取組状況が確認できる書面
（カーボンオフセットの証書の写し、
カーボンオフセット認証ラベルのついた
商品の購入証明の写し等）
　※購入年月日が記載されているものを
添付

2

45

ＩＣタ
グ・GPS
等の追跡
管理シス
テム

ＩＣタグ、ＧＰＳ等によ
る廃棄物追跡管理システ
ムにより、廃棄物処理状
況を排出事業者に提供し
ている。

〇

ICタグ、GPS・ドライブレコーダー
（GPS機能付）等による車両追跡管理シ
ステムにより、廃棄物処理状況を排出事
業者に提供できる。

【現地審査資料】
　①追跡システムの使用状況が確認でき
る書面等

3 45

ICタグ・
GPS等の
追跡管理
システム

ICタグ、GPS等による廃
棄物追跡管理システムに
より、廃棄物処理状況を
排出事業者に提供してい
る。

〇

ICタグ、GPS等による廃棄物追跡管理シ
ステムにより、廃棄物処理状況を排出事
業者に提供している。

【現地審査資料】
　①追跡システムの使用状況が確認でき
る書面等

3

3



新旧対照表　収集運搬業（積替え保管を含む）

（2）収集運搬業（積替え保管を含む） （2）収集運搬業（積替え保管を含む）

8 車両届出
すべての収集運搬車両に
ついて都への届出がなさ
れている。

〇

産廃収集運搬車両のすべてについて都へ
の届出がなされている。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①最新の届出書の写し及び車両一覧表
　②直近の変更届（又は申請時）の写し
及び車両一覧表

必須 8 車両届出
すべての収集運搬車両に
ついて都への届出がなさ
れている。

〇

産廃収集運搬車両のすべてについて都へ
の届出がなされている。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①最新の届出書の写し（車両一覧添
付）
　②直近の変更届（または申請時）の写
し

必須

9
排ガス適
合

すべての収集運搬車両
が、国及び都の排ガス規
制に適合している。

〇

自己評価表番号8で届出している産業廃
棄物収集運搬車両以外の収集運搬車両
（一般廃棄物収集運搬車両を含むディー
ゼル車両）を保有している場合は、その
すべてが、国及び都の排ガス規制に適合
している。

【書面審査資料】＊①、②又は③の資料
　①都内を走行する一般廃棄物収集運搬
車両（ディーゼル車両）については区市
町村への届出書の写し（届出書の表紙及
び車両一覧表を添付）
　②自己評価表番号8及び①のいずれか
にも該当しない都内を走行する産業廃棄
物収集車両（ディーゼル車両）について
は車検証の写し及び該当車両のDPFの装
着証明書の写し（車両一覧表を添付）
　③対象車両がない場合は、対象車両な
しと記載した書面

必須 9 排ガス適合
すべての収集運搬車両
が、国及び都の排ガス規
制に適合している。

〇

前項（８）で提出している産廃車両以外
で、都内を走行するディーゼル車両（産
廃車両で、都内で積込み積み下ろしを行
わず、都内を通過するだけの車両及び一
廃収集運搬車両）を保有している場合
は、そのすべてが、国及び都の排ガス規
制に適合している。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①都内を走行する一般廃棄物収集運搬
車両（ディーゼル車両）については区市
町村への届出書の写し（車両一覧添付）
　②前項（８）及び①のいずれかにも該
当しない都内を走行する産業廃棄物収集
車両（ディーゼル車両）については車検
証の写し及び該当車両のDPFの装着証明
書の写し（車両一覧添付）

必須

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

小項目 内容

審査の方法

評　価　基　準　表　新　旧　対　照　表　

新 旧

番号 小項目
内　容

（収集運搬）

審査の方法

審査の基準及び内容 配点 番号 審査の基準及び内容 配点

①
書
面
審
査

②現地審査

①
書
面
審
査

②現地審査

3 納税等

法人税、消費税、住民
税、事業税、地方消費
税、不動産取得税、固定
資産税、事業所税及び都
市計画税並びに社会保険
料及び労働保険料の未納
がない。

〇

法人税、消費税、住民税、事業税、地方
消費税、不動産取得税、固定資産税、事
業所税及び都市計画税並びに社会保険料
及び労働保険料の納付額に未納がない。

【書面審査資料】＊②～⑧都外に係る納
税証明書は添付不要

①法人税、消費税、地方消費税の納税証
明書（｢その３の３未納がないことの証
明｣を添付）
②法人都民税の納税証明書（直前３年
分）
③法人市民税、法人町民税、法人村民税
の納税証明書（｢未納がないことを証明す
るもの｣又は｢課税額及び納税済額を証明
するもの（直前３年分）｣を添付）
④法人事業税の納税証明書（直前３年
分）
⑤固定資産税（土地家屋用）及び都市計
画税の納税証明書（｢未納がないことを証
明するもの｣又は｢課税額及び納税済額を
証明するもの（直前３年分）｣を添付）
⑥固定資産税（償却資産用）の納税証明
書（｢未納がないことを証明するもの｣又
は｢課税額及び納税済額を証明するもの
（直前３年分）｣を添付）
⑦事業所税の納税証明書（｢未納がないこ
とを証明するもの｣又は｢課税額及び納税
済額を証明するもの（直前３年分）｣を添
付）・23区内、武蔵野市、三鷹市、八王
子市及び町田市に事業所がある場合のみ
対象。
⑧不動産取得税の納税証明書（直前３年
分）
⑨駐車場の使用権原を証する書類（収集
運搬業のみ）
・自者所有の場合は｢土地の登記事項証明
書（登記簿謄本）｣、他者から借りている
場合は｢賃貸借契約書の写し｣を添付（＊
都外の駐車場については添付不要）
⑩社会保険料の納入確認書（｢未納の無い
ことの確認書」又は「保険料納入告知
額・領収済額通知書の写し（24ヶ月
分）」を添付
⑪地方労働局が発行する労働保険料の未
納が無いことを証明する書類（例：労働
保険料等納入証明書）又は労働保険料の
申告額及び納付済が確認できる書類（直
前３年分）

※証明書等の提出に該当しない場合は、
「課税等されていない旨の誓約書（様式
第７号）」にチェックを入れて提出

必須 3 納税等 必須

法人税、消費税、住民
税、事業税、地方消費
税、不動産取得税、固定
資産税、事業所税及び都
市計画税並びに社会保険
料及び労働保険料の未納
がない。

〇

法人税、消費税、住民税、事業税、地方
消費税、不動産取得税、固定資産税、事
業所税及び都市計画税並びに社会保険料
及び労働保険料の納付額に未納がない。

【書面審査資料】＊②～⑧都外に係る納
税証明書は添付不要

①法人税、消費税、地方消費税の納税証
明書（｢その３の３未納がないことの証
明｣を添付）
②法人都民税の納税証明書（直前３年
分）
③法人市民税、法人町民税、法人村民税
の納税証明書（｢未納がないことを証明す
るもの｣又は｢課税額及び納税済額を証明
するもの（直前３年分）｣を添付）
④法人事業税の納税証明書（直前３年
分）
⑤固定資産税（土地家屋用）及び都市計
画税の納税証明書（｢未納がないことを証
明するもの｣又は｢課税額及び納税済額を
証明するもの（直前３年分）｣を添付）
⑥固定資産税（償却資産用）の納税証明
書（｢未納がないことを証明するもの｣又
は｢課税額及び納税済額を証明するもの
（直前３年分）｣を添付）
⑦事業所税の納税証明書（｢未納がないこ
とを証明するもの｣又は｢課税額及び納税
済額を証明するもの（直前３年分）｣を添
付）・23区内、武蔵野市、三鷹市、八王
子市及び町田市に事業所がある場合のみ
対象。
⑧不動産取得税の納税証明書（直前３年
分）
⑨駐車場の使用権原を証する書類（収集
運搬業のみ）
・自者所有の場合は｢土地の登記事項証明
書（登記簿謄本）｣、他者から借りている
場合は｢賃貸借契約書の写し｣を添付（＊
都外の駐車場については添付不要）
⑩社会保険料の納入確認書（｢未納の無い
ことの確認書」又は「保険料納入告知
額・領収済額通知書の写し（24ヶ月
分）」を添付
⑪労働保険料の納税証明書（直前３年
分）

4



新旧対照表　収集運搬業（積替え保管を含む）

（2）収集運搬業（積替え保管を含む） （2）収集運搬業（積替え保管を含む）

新 旧

12

施設にお
ける飛
散・流出
防止

保管施設に、産業廃棄物
の性状に応じた飛散・流
出の防止措置が施されて
いる。

〇 〇

保管施設及び処理施設に、産業廃棄物の
性状に応じた飛散・流出の防止措置が施
されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須 12

施設にお
ける飛
散・流出
防止

保管施設に、産業廃棄物
の性状に応じた飛散・流
出の防止措置が施されて
いる。

〇 〇

保管施設及び処理施設に、産業廃棄物の
性状に応じた飛散・流出の防止措置が施
されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

必須

13 保管状況

産業廃棄物の保管高さ及
び保管量が、許可された
保管上限、最大保管量を
超えていない。また、指
定された場所以外で保管
されていない。

〇 〇

産業廃棄物の保管高さ及び保管量が、許
可された保管上限、最大保管量を超えて
いない。また、指定された場所以外で保
管されていない。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の保管場所を
示す場内配置図等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須 13 保管状況

産業廃棄物の保管高さ及
び保管量が、許可された
保管上限、最大保管量を
超えていない。また、指
定された場所以外で保管
されていない。

〇 〇

産業廃棄物の保管高さ及び保管量が、許
可された保管上限、最大保管量を超えて
いない。また、指定された場所以外で保
管されていない。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の保管場所を
示す場内配置図等

必須

14 汚水防止

汚水が発生する場合に
は、排水溝、汚水枡等に
より汚水が適切に処理さ
れる構造となっており、
施設の床面が不透水性材
料で施工され、ひび割れ
がない。

○ ○

汚水が発生する場合には、排水溝、汚水
枡等により汚水が適切に処理される構造
となっており、施設の床面が不透水性材
料で施工され、ひび割れがない。

【基準項目】
　○集水設備の整備状況
　○床面の施工状況
　○被覆状況

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の汚水系統を
示す場内配置図等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須 14 汚水防止

汚水が発生する場合に
は、排水溝、汚水枡等に
より汚水が適切に処理さ
れる構造となっており、
施設の床面が不透水性材
料で施工され、ひび割れ
がない。

○ ○

汚水が発生する場合には、排水溝、汚水
枡等により汚水が適切に処理される構造
となっており、施設の床面が不透水性材
料で施工され、ひび割れがない。

【基準項目】
　○集水設備の整備状況
　○床面の施工状況
　○被覆状況

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の汚水系統を
示す場内配置図等

必須

22
地域との
操業協定
遵守

地元住民と操業協定等を
締結し、協定内容を遵守
している。

○ ○

地元住民と操業協定等を文書で締結し、
協定内容を遵守している。

【書面審査資料】
　①近隣との同意が確認できる書面（協
定書、同意書、説明経過書等の写し）

3 22
地域との
操業協定
遵守

地元住民と操業協定等を
締結し、協定内容を遵守
している。

○ ○

地元住民と操業協定等を文書で締結し、
協定内容を遵守している。

【書面審査資料】
　①近隣との同意が確認できる書面（協
定書、同意書等の写し）

3

26
労働安全
衛生組織

事業規模に応じ、安全衛
生委員会等の組織を設置
している。

〇 〇

事業規模に応じ、安全衛生委員会等の組
織を設置している。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①労働安全衛生委員会の設置要綱・委
員会の組織図
　②会議などの活動が確認できる書面
（活動記録又は議事録等）
　※委員会の組織図については、更新年
月日が記載されているもの
　　活動記録又は議事録等については、
実施年月日が記載されているもの

　※様式第６号の提出がない場合、この
項目は必須となります。

2 26
労働安全
衛生組織

事業規模に応じ、安全衛
生委員会等の組織を設置
している。

〇 〇

事業規模に応じ、安全衛生委員会等の組
織を設置している。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①労働安全衛生委員会の設置要綱・委
員会の組織図
　②会議などの活動が確認できる書面
　※更新年月日が記載されているもの

　※様式第６号の提出がない場合は必須
となります。

2

27 労災防止
労働災害事故の未然防止
に向けた取組を行ってい
る。

〇 〇

労働災害事故の未然防止に向けた取組を
行っている。
　
【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①労災防止に関わる研修及び訓練の実
施計画（年間計画表）を示す書面
　※前年度の計画及び最新年度の計画が
分かる書面

　②労災防止に関わる研修及び訓練の実
施状況を示す書面（実施状況写真を含
む）
　※前年度の状況及び書面審査を受ける
直前までの状況を示す書面

　※様式第６号の提出がない場合、この
項目は必須となります。

3 27 労災防止
労働災害事故の未然防止
に向けた取組を行ってい
る。

〇 〇

労働災害事故の未然防止に向けた取組を
行っている。
　
【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①直前1年間における労災防止に関わ
る研修及び訓練の実施計画（年間計画
表）を示す書面
　②過去1年分（直前1年間分）の労災防
止に関わる研修及び訓練の実施状況を示
す書面（訓練報告書、実施状況写真等）

　※様式第６号の提出がない場合は必須
となります。

3

5



新旧対照表　収集運搬業（積替え保管を含む）

（2）収集運搬業（積替え保管を含む） （2）収集運搬業（積替え保管を含む）

新 旧

29 健康診断

従業員（常時使用する者
以外も対象に含む。）の
健康診断を定期的に実施
している。

〇 〇

従業員（常時使用する者以外も対象に含
む。）の健康診断を定期的に実施してい
る。
※専門性（感染性廃棄物）を申請してい
る場合は、感染性廃棄物を取扱う従業員
に対し、少なくとも年１回の定期健診を
行い、その際にHBs抗体価などの測定及
び予防接種等を行っている。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①健康診断の実施計画書
　②過去1年分の実施状況を示す書面
（医療機関からの請求書、領収書等で受
診者数、実施時期、実施機関が分かるも
の）
　③専門性（感染性廃棄物）を申請して
いる場合は、HBs抗体価の測定及び予防
接種等の実施状況を示す書面

2 29 健康診断

従業員（常時使用する者
以外も対象に含む。）の
健康診断を定期的に実施
している。

〇 〇

従業員（常時使用する者以外も対象に含
む。）の健康診断を定期的に実施してい
る。
※専門性（感染性廃棄物）を申請してい
る場合は、感染性廃棄物を取扱う従業員
に対し、少なくとも年１回の定期健診を
行い、その際にHBs抗体価などの測定及
び予防接種等を行っている。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①健康診断の実施計画書
　②過去1年分の実施状況を示す書面
（医療機関からの請求書、領収書等）
　③専門性（感染性廃棄物）を申請して
いる場合は、HBs抗体価の測定及び予防
接種等の実施状況を示す書面

2

31
講習会修
了者配置

産業廃棄物処理業の許可
取得に必要な認定講習会
修了者が複数常に配置さ
れている。

〇

産業廃棄物処理業の許可取得に必要な認
定講習会修了者が複数常に配置されてい
る。
かつ、処理課程ごとの講習会修了証が有
効期間内であること。
パンフレット等又は自社ホームページ上
で修了者数を情報公開している。自社以
外のホームページ上で公開されている場
合は、自社ホームページからリンクさ
れ、該当する情報画面にジャンプできる
こと。

【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①認定講習会修了証
　②公開していることを示す書面

2 31
講習会修
了者配置

産業廃棄物処理業の許可
取得に必要な認定講習会
修了者が複数常に配置さ
れている。

〇

産業廃棄物処理業の許可取得に必要な認
定講習会修了者が複数常に配置されてい
る。
かつ、講習会修了証の講習課程ごとの有
効期間に空白がないこと。
パンフレット等又は自社ホームページ上
で修了者数を情報公開している。自社以
外のホームページ上で公開されている場
合は、自社ホームページからリンクさ
れ、該当する情報画面にジャンプできる
こと。

【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①認定講習会修了証
　②公開していることを示す書面

2

33 従業員教育

従業員教育に取り組んで
いる。
　(社内研修、他社の施設
見学、行政・協会・団体
等の外部団体が行う産業
廃棄物関係講習会の受講
など)

〇 〇

従業員教育に取り組んでいる。
（社内研修、他社の施設見学、行政・協
会・団体等の外部団体が行う産業廃棄物
関係講習会の受講等）

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①従業員教育に係わる研修計画（年間
計画）を示す書面
　※前年度の計画及び最新年度の計画が
分かる書面

　②従業員教育に係わる研修の実施状況
を示す書面
　※前年度の状況及び書面審査を受ける
直前までの状況を示す書面

3 33 従業員教育

従業員教育に取り組んで
いる。
　(社内研修、他社の施設
見学、行政・協会・団体
等の外部団体が行う産業
廃棄物関係講習会の受講
など)

〇 〇

従業員教育に取り組んでいる.
（社内研修、他社の施設見学、行政・協
会・団体等の外部団体が行う産業廃棄物
関係講習会の受講等）

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①直前1年間の研修計画（年間計画）
を示す書面
　②直前1年間の実施状況を示す書面

35 資源伝票保管

売却された再生資源等に
ついて、売却伝票又は売
却に係る帳簿等が整理保
管されている。

〇

売却された再生資源等について、売却伝
票が整理保管されている又は、売却に係
る帳簿等が整理保管されている。

【現地審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①売却伝票
　②売却に係る帳簿等
（売却（再生）を行わない廃棄物及び医
療系廃棄物のみを取り扱う場合は対象
外）

2 35 資源伝票保管

売却された再生資源等に
ついて、売却伝票及び売
却に係る帳簿等が整理保
管されている。

〇

売却された再生資源等について、売却伝
票が整理保管されている又は、売却に係
る帳簿等が整理保管されている。

【現地審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①売却伝票
　②売却に係る帳簿等
（医療系廃棄物のみを取り扱う場合は除
く）

2

36
資源の排
出者への
説明

処理の過程で発生する再
生資源等について、売却
先、利用方法等を排出事
業者に説明している。

〇

処理の過程（積替え保管施設）で発生す
る再生資源等について、売却先、利用方
法等を排出事業者に説明している。（売
却（再生）を行わない廃棄物及び医療系
廃棄物のみを取り扱う場合は対象外）

【現地審査資料】
　①排出事業者との契約書

2 36
資源の排
出者への
説明

処理の過程で発生する再
生資源等について、売却
先、利用方法等を排出事
業者に説明している。

〇

処理の過程で発生する再生資源等につい
て、売却先、利用方法等を排出事業者に
説明している。（医療系廃棄物のみを取
り扱う場合は除く）

【現地審査資料】
　①排出事業者へパンフレット等で説明
していることが確認できる書面

2

40
施設屋内
設置

飛散、流出、騒音等に配
慮し、施設が可能な限り
屋内に設置されている。

〇 〇

飛散、流出、騒音等に配慮し、施設が可
能な限り屋内に設置されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

【現地での確認事項】
　※許可申請の事前計画書に基づき、
「環境保全上適切な施設」が設置されて
いる。

3 40
施設屋内
設置

飛散、流出、騒音等に配
慮し、施設が可能な限り
屋内に設置されている。

〇 〇

飛散、流出、騒音等に配慮し、施設が可
能な限り屋内に設置されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

【現地での確認事項】
　※許可申請の事前計画書に基づき、
「環境保全上適切な施設」が設置されて
いる。

3

42

施設内車
両待機ス
ペースの
確保

施設内に搬入・搬出車両
の待機スペースが設けら
れている。

〇 〇

施設内に搬入・搬出車両の待機スペース
が設けられている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

2 42

施設内車
両待機ス
ペースの
確保

施設内に搬入・搬出車両
の待機スペースが設けら
れている。

〇 〇

施設内に搬入・搬出車両の待機スペース
が設けられている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

2

6



新旧対照表　収集運搬業（積替え保管を含む）

（2）収集運搬業（積替え保管を含む） （2）収集運搬業（積替え保管を含む）

新 旧

43
トラック
スケール
等設置

処理量を確実に把握する
ためのトラックスケー
ル、容量管理システム、
容器数管理システム等を
設置している。

〇 〇

処理量を確実に把握するためのトラック
スケール、容量管理システム、容器数管
理システム等の計量設備が施設にあり、
廃棄物の搬入・搬出が管理されている。

【書面審査資料】　*①、②いずれかの資
料
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む
　②トラックスケール以外の計量システ
ムの場合は、そのシステムが分かる書面

2 43
トラック
スケール
等設置

処理量を確実に把握する
ためのトラックスケー
ル、容量管理システム、
容器数管理システム等を
設置している。

〇 〇

処理量を確実に把握するためのトラック
スケール、容量管理システム、容器数管
理システム等の計量設備が施設にあり、
廃棄物の搬入・搬出が管理されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

2

44
施設内外
整理整と
ん

施設の内外が整理・整と
んされ、清潔である。

〇 〇

施設の内外、車庫等が整理・整とんさ
れ、清潔である。（実地確認ができない
場合は、写真確認）

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

3 44
施設内外
整理整と
ん

施設の内外が整理・整と
んされ、清潔である。

〇 〇

施設の内外、車庫等が整理・整とんさ
れ、清潔である。（実地確認ができない
場合は、写真確認）

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

3

46
作業実態
の把握・
確認

日々の作業内容を作業日
報等で確認することがで
きる。

〇 〇

日々の作業内容を作業日報等で確認する
ことができる。

【書面審査資料】
　①作業日報等として使用している書面
様式

2 46
作業実態
の把握・
確認

日々の作業内容を作業日
報等で確認することがで
きる。

〇

日々の作業内容を作業日報等で確認する
ことができる。

【現地審査資料】
　①作業日報等の書面

2

49
ボラン
ティア活
動

都内でボランティア活動
に積極的に取り組んでい
る。

〇

都内でボランティア活動に積極的に取り
組んでいる。

【現地審査資料】
　①ボランティア活動が確認できる書面
（パンフレット、参加者人数等のボラン
ティア活動に関する書面、印刷物、写
真、業務日誌等）

2 49
ボラン
ティア活
動

都内でボランティア活動
に積極的に取り組んでい
る。

〇

都内でボランティア活動に積極的に取り
組んでいる。

【現地審査資料】
　①ボランティア活動が確認できる書面
（パンフレット、参加者名簿等のボラン
ティア活動に関する書面、印刷物、写
真、業務日誌等）

2

54

地球温暖
化対策に
係る計画
書又は報
告書の作
成提出

都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例
（平成12年東京都条例第
215号。以下「環境確保
条例」という。）に規定
する地球温暖化対策報告
書制度における報告書又
は、総量削減義務と排出
量取引制度における地球
温暖化対策計画書を作成
し、都に提出している。

〇

環境確保条例に規定する地球温暖化対策
報告書制度における報告書を作成し、提
出している。大規模事業所については、
総量削減義務と排出量取引制度における
地球温暖化対策計画書を作成し、都に提
出している。

【書面審査資料】＊①、②、③いずれか
の資料
　①総量削減義務と排出量取引制度にお
ける地球温暖化対策計画書の提出が証明
できる提出書受付印の写し
　②東京都地球温暖化報告書制度におけ
る報告書の提出が証明できる提出書受付
印の写し
　③提出した報告書が公表されている東
京都環境局の公表画面の写し
　※提出書面は直近年度に提出したもの

3 54

地球温暖
化対策に
係る計画
書又は報
告書の作
成提出

都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例
（平成12年東京都条例第
215号。以下「環境確保
条例」という。）に規定
する地球温暖化対策報告
書制度における報告書又
は、総量削減義務と排出
量取引制度における地球
温暖化対策計画書を作成
し、都に提出している。

〇

環境確保条例に規定する地球温暖化対策
報告書制度における報告書を作成し、提
出している。大規模事業所については、
総量削減義務と排出量取引制度における
地球温暖化対策計画書を作成し、都に提
出している。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①総量削減義務と排出量取引制度にお
ける地球温暖化対策計画書の提出が証明
できる提出書受付印の写し
　②東京都地球温暖化報告書制度におけ
る報告書の提出が証明できる提出書受付
印の写し

3

55
カーボン
オフセッ
ト

事業活動から排出される
二酸化炭素等の温暖化ガ
スのカーボンオフセット
に取り組んでいる。

〇

事業活動から排出される二酸化炭素等の
温暖化ガスのカーボンオフセットに継続
的に取り組んでいる。

【書面審査資料】
　①前回の認定取得・更新以降から現在
までの期間において、継続的な取組状況
が確認できる書面（カーボンオフセット
の証書の写し、カーボンオフセット認証
ラベルのついた商品の購入証明の写し
等）
　※購入年月日が記載されているものを
添付

2 55
カーボン
オフセッ
ト

事業活動から排出される
二酸化炭素等の温暖化ガ
スのカーボンオフセット
に取り組んでいる。

〇

事業活動から排出される二酸化炭素等の
温暖化ガスのカーボンオフセットに継続
的に取り組んでいる。

【書面審査資料】
　①継続的な取組状況が確認できる書面
（カーボンオフセットの証書の写し、
カーボンオフセット認証ラベルのついた
商品の購入証明の写し等）
　※購入年月日が記載されているものを
添付

2

61

ＩＣタ
グ・GPS
等の追跡
管理シス
テム

ＩＣタグ、ＧＰＳ等によ
る廃棄物追跡管理システ
ムにより、廃棄物処理状
況を排出事業者に提供し
ている。

〇

ICタグ、GPS・ドライブレコーダー
（GPS機能付）等による車両追跡管理シ
ステムにより、廃棄物処理状況を排出事
業者に提供できる。

【現地審査資料】
　①追跡システムの使用状況が確認でき
る書面等

3 61

ICタグ・
GPS等の
追跡管理
システム

ICタグ、GPS等による廃
棄物追跡管理システムに
より、廃棄物処理状況を
排出事業者に提供してい
る。

〇

ICタグ、GPS等による廃棄物追跡管理シ
ステムにより、廃棄物処理状況を排出事
業者に提供している。

【現地審査資料】
　①追跡システムの使用状況が確認でき
る書面等

3

7



新旧対照表　中間処理業

（3）中間処理業 （3）中間処理業

8
施設維持
管理記録

廃掃法第15条第1項によ
る許可を受けた中間処理
施設の維持管理に関する
点検、検査その他の措置
の記録を作成し、3年間
保存している。

〇

廃掃法第１５条第１項による許可を受け
た中間処理施設の維持管理に関する点
検、検査その他の措置の記録を作成し、
３年間保存している。

【現地審査資料】
　①当該記録
　※当該記録とは、廃掃法第15条の2の
3第1項の「施設の維持管理に関する点
検、検査その他の措置の記録を作成し、
3年間保存すること。（施行規則第12条
の6第9号）」に該当する記録

必須 8
施設維持
管理記録

廃掃法第15条第1項によ
る許可を受けた中間処理
施設の維持管理に関する
点検、検査その他の措置
の記録を作成し、3年間
保存している。

〇

廃掃法第１５条第１項による許可を受け
た中間処理施設の維持管理に関する点
検、検査その他の措置の記録を作成し、
３年間保存している。

【現地審査資料】
　①当該記録

必須

9

インター
ネット
情報公開
　(施設の
維持管理
記録)

施設の維持管理の記録
（環境測定結果等）をイ
ンターネット上で公開し
ている。
　（焼却施設、廃水銀等
の処理施設、廃石綿等溶
融施設、ＰＣＢ処理施
設）

〇

廃掃法第15条の2の3第2項の施設の維
持管理の記録（焼却施設等の環境測定結
果等）を自社ホームページ上で公開して
いる。自社以外のホームページ上で公開
されている場合は、自社ホームページか
らリンクされ、該当する情報画面にジャ
ンプできること。（廃掃法第15条第1項
の焼却施設、廃水銀等の処理施設、廃石
綿等溶融施設、PCB処理施設の設置許可
を受けた施設が対象）

【基準項目】
　〇公表すべき維持管理の状況に関する
情報
　　廃掃法施行規則第12条の7の2に定
める事項
　※焼却施設等の環境測定結果（直近３
年分）

【書面審査資料】＊①、②、③すべての
資料
　①公開画面の写し
　②自社ホームページからリンクされ該
当する情報画面にジャンプできることが
分かる画面の写し
　③情報公開の更新履歴等確認書（様式
第５号）又は、「産廃情報ネット」の更
新履歴情報の書面を添付

必須 9

インター
ネット
情報公開
　(施設の
維持管理
記録)

施設の維持管理の記録
（環境測定結果等）をイ
ンターネット上で公開し
ている。
（焼却施設、廃石綿等溶
融施設、PCB処理施設）

〇

施設の維持管理の記録（焼却施設等の環
境測定結果等）を自社ホームページ上で
公開している。自社以外のホームページ
上で公開されている場合は、自社ホーム
ページからリンクされ、該当する情報画
面にジャンプできること。（焼却施設、
廃石綿等溶融施設、PCB処理施設におけ
る廃掃法第15条第1項による許可を受け
た施設が対象）

【基準項目】
　○焼却施設等の環境測定結果

【書面審査資料】＊①、②、③すべての
資料
　①公開画面の写し
　②自社ホームページからリンクされ該
当する情報画面にジャンプできることが
分かる画面の写し
　③情報公開の更新履歴等確認書（様式
第５号）または、「産廃情報ネット」の
更新履歴情報の書面を添付

必須

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

小項目 内容

審査の方法

評　価　基　準　表　新　旧　対　照　表　

新 旧

番号 小項目
内　容

（収集運搬）

審査の方法

審査の基準及び内容 配点 番号 審査の基準及び内容 配点

①
書
面
審
査

②現地審査

①
書
面
審
査

②現地審査

3 納税等

法人税、消費税、住民
税、事業税、地方消費
税、不動産取得税、固定
資産税、事業所税及び都
市計画税並びに社会保険
料及び労働保険料の未納
がない。

〇

法人税、消費税、住民税、事業税、地方
消費税、不動産取得税、固定資産税、事
業所税及び都市計画税並びに社会保険料
及び労働保険料の納付額に未納がない。

【書面審査資料】＊②～⑧都外に係る納
税証明書は添付不要

①法人税、消費税、地方消費税の納税証
明書（｢その３の３未納がないことの証
明｣を添付）
②法人都民税の納税証明書（直前３年
分）
③法人市民税、法人町民税、法人村民税
の納税証明書（｢未納がないことを証明す
るもの｣又は｢課税額及び納税済額を証明
するもの（直前３年分）｣を添付）
④法人事業税の納税証明書（直前３年
分）
⑤固定資産税（土地家屋用）及び都市計
画税の納税証明書（｢未納がないことを証
明するもの｣又は｢課税額及び納税済額を
証明するもの（直前３年分）｣を添付）
⑥固定資産税（償却資産用）の納税証明
書（｢未納がないことを証明するもの｣又
は｢課税額及び納税済額を証明するもの
（直前３年分）｣を添付）
⑦事業所税の納税証明書（｢未納がないこ
とを証明するもの｣又は｢課税額及び納税
済額を証明するもの（直前３年分）｣を添
付）・23区内、武蔵野市、三鷹市、八王
子市及び町田市に事業所がある場合のみ
対象。
⑧不動産取得税の納税証明書（直前３年
分）
⑨社会保険料の納入確認書（｢未納の無い
ことの確認書」又は「保険料納入告知
額・領収済額通知書の写し（24ヶ月
分）」を添付
⑩地方労働局が発行する労働保険料の未
納が無いことを証明する書類（例：労働
保険料等納入証明書）又は労働保険料の
申告額及び納付済が確認できる書類（直
前３年分）

※証明書等の提出に該当しない場合は、
「課税等されていない旨の誓約書（様式
第７号）」にチェックを入れて提出

必須 3 納税等 必須

法人税、消費税、住民
税、事業税、地方消費
税、不動産取得税、固定
資産税、事業所税及び都
市計画税並びに社会保険
料及び労働保険料の未納
がない。

〇

法人税、消費税、住民税、事業税、地方
消費税、不動産取得税、固定資産税、事
業所税及び都市計画税並びに社会保険料
及び労働保険料の納付額に未納がない。

【書面審査資料】＊②～⑧都外に係る納
税証明書は添付不要

①法人税、消費税、地方消費税の納税証
明書（｢その３の３未納がないことの証
明｣を添付）
②法人都民税の納税証明書（直前３年
分）
③法人市民税、法人町民税、法人村民税
の納税証明書（｢未納がないことを証明す
るもの｣又は｢課税額及び納税済額を証明
するもの（直前３年分）｣を添付）
④法人事業税の納税証明書（直前３年
分）
⑤固定資産税（土地家屋用）及び都市計
画税の納税証明書（｢未納がないことを証
明するもの｣又は｢課税額及び納税済額を
証明するもの（直前３年分）｣を添付）
⑥固定資産税（償却資産用）の納税証明
書（｢未納がないことを証明するもの｣又
は｢課税額及び納税済額を証明するもの
（直前３年分）｣を添付）
⑦事業所税の納税証明書（｢未納がないこ
とを証明するもの｣又は｢課税額及び納税
済額を証明するもの（直前３年分）｣を添
付）・23区内、武蔵野市、三鷹市、八王
子市及び町田市に事業所がある場合のみ
対象。
⑧不動産取得税の納税証明書（直前３年
分）
⑨駐車場の使用権原を証する書類（収集
運搬業のみ）
・自者所有の場合は｢土地の登記事項証明
書（登記簿謄本）｣、他者から借りている
場合は｢賃貸借契約書の写し｣を添付（＊
都外の駐車場については添付不要）
⑩社会保険料の納入確認書（｢未納の無い
ことの確認書」又は「保険料納入告知
額・領収済額通知書の写し（24ヶ月
分）」を添付
⑪労働保険料の納税証明書（直前３年
分）

8



新旧対照表　中間処理業

（3）中間処理業 （3）中間処理業

新 旧

10 排ガス適合
すべての使用車両が、国
及び都の排ガス規制に適
合している。

〇

中間処理業で使用する車両（ディーゼル
車両で、営業車、連絡車等を含む）のす
べてが、国及び都の排ガス規制に適合し
ている。

【書面審査資料】＊①、②又は③の資料
　①使用車両一覧表
　②車検証の写し及び該当車両のDPFの
装着証明書の写し
　③対象車両がない場合は、対象車両な
しと記載した書面

必須 10 排ガス適合
すべての使用車両が、国
及び都の排ガス規制に適
合している。

〇

使用車両のすべてが、国及び都の排ガス
規制に適合している。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①使用車両一覧表
　②車検証の写し及び該当車両のDPFの
装着証明書の写し

必須

12

施設にお
ける飛
散・流出
防止

保管及び処理施設に、産
業廃棄物の性状に応じた
飛散・流出の防止措置が
施されている。

〇 〇

保管施設及び処理施設に、産業廃棄物の
性状に応じた飛散・流出の防止措置が施
されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須 12

施設にお
ける飛
散・流出
防止

保管及び処理施設に、産
業廃棄物の性状に応じた
飛散・流出の防止措置が
施されている。

〇 〇

保管施設及び処理施設に、産業廃棄物の
性状に応じた飛散・流出の防止措置が施
されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

必須

13 保管状況

産業廃棄物の保管高さ及
び保管量が、許可された
保管上限、最大保管量を
超えていない。また、指
定された場所以外で保管
されていない。

〇 〇

産業廃棄物の保管高さ及び保管量が、許
可された保管上限、最大保管量を超えて
いない。また、指定された場所以外で保
管されていない。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の保管場所を
示す場内配置図等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須 13 保管状況

産業廃棄物の保管高さ及
び保管量が、許可された
保管上限、最大保管量を
超えていない。また、指
定された場所以外で保管
されていない。

〇 〇

産業廃棄物の保管高さ及び保管量が、許
可された保管上限、最大保管量を超えて
いない。また、指定された場所以外で保
管されていない。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の保管場所を
示す場内配置図等

必須

14 汚水防止

汚水が発生する場合に
は、排水溝、汚水枡等に
より汚水が適切に処理さ
れる構造となっており、
施設の床面が不透水性材
料で施工され、ひび割れ
がない。

〇 〇

汚水が発生する場合には、排水溝、汚水
枡等により汚水が適切に処理される構造
となっており、施設の床面が不透水性材
料で施工され、ひび割れがない。

【基準項目】
　○集水設備の整備状況
　○床面の施工状況
　○被覆状況

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の汚水系統を
示す場内配置図等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須 14 汚水防止

汚水が発生する場合に
は、排水溝、汚水枡等に
より汚水が適切に処理さ
れる構造となっており、
施設の床面が不透水性材
料で施工され、ひび割れ
がない。

〇 〇

汚水が発生する場合には、排水溝、汚水
枡等により汚水が適切に処理される構造
となっており、施設の床面が不透水性材
料で施工され、ひび割れがない。

【基準項目】
　○集水設備の整備状況
　○床面の施工状況
　○被覆状況

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の汚水系統を
示す場内配置図等

必須

※
15

廃棄物と
リサイク
ルの区分
保管

中間処理後のリサイクル
可能な物が産業廃棄物と
区分されて保管されてい
る。

○ ○

中間処理後のリサイクル可能な物が産業
廃棄物と区分されて保管されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須
※
15

廃棄物と
リサイク
ルの区分
保管

中間処理後のリサイクル
可能な物が産業廃棄物と
区分されて保管されてい
る。

○ ○

中間処理後のリサイクル可能な物が産業
廃棄物と区分されて保管されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

必須

24

インター
ネット
情報公開
③施設の
維持管理
記録

施設の維持管理の記録
（環境測定結果等）をイ
ンターネット上で公開し
ている。
　（焼却施設、廃水銀等
の処理施設、廃石綿等溶
融施設、ＰＣＢ処理施設
を除く。）

〇

施設の維持管理の記録（産業廃棄物処理
施設の点検、環境測定結果など）を自社
ホームページ上で公開している。自社以
外のホームページ上で公開されている場
合は、自社ホームページからリンクさ
れ、該当する情報画面にジャンプできる
こと。（焼却施設、廃水銀等の処理施
設、廃石綿等溶融施設、PCB処理施設を
除く廃掃法第15条第1項による許可を受
けた施設が対象）

【基準項目】
　○産業廃棄物処理施設等の点検記録、
環境測定結果等（直近３年分）

【書面審査資料】＊①、②、③すべての
資料
　①公開画面の写し
　②自社ホームページからリンクされ該
当する情報画面にジャンプできることが
分かる画面の写し
　③情報公開の更新履歴等確認書（様式
第５号）又は、「産廃情報ネット」の更
新履歴情報の書面を添付

※14条施設は対象外

2 24

インター
ネット
情報公開
③施設の
維持管理
記録

施設の維持管理の記録
（環境測定結果等）をイ
ンターネット上で公開し
ている。（焼却施設、廃
石綿等溶融施設、PCB処
理施設を除く。）

〇

施設の維持管理の記録（産業廃棄物処理
施設の環境測定結果など）を自社ホーム
ページ上で公開している。自社以外の
ホームページ上で公開されている場合
は、自社ホームページからリンクされ、
該当する情報画面にジャンプできるこ
と。（焼却施設、廃石綿等溶融施設、
PCB処理施設を除く廃掃法第15条第1項
による許可を受けた施設が対象）

【基準項目】
　○産業廃棄物処理施設等の環境測定結
果

【書面審査資料】＊①、②、③すべての
資料
　①公開画面の写し
　②自社ホームページからリンクされ該
当する情報画面にジャンプできることが
分かる画面の写し
　③情報公開の更新履歴等確認書（様式
第５号）または、「産廃情報ネット」の
更新履歴情報の書面を添付

2
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新旧対照表　中間処理業

（3）中間処理業 （3）中間処理業

新 旧

25
地域との
操業協定
遵守

地元住民と操業協定等を
締結し、協定内容を遵守
している。

〇 〇

地元住民と操業協定等を文書で締結し、
協定内容を遵守している。

【書面審査資料】
　①近隣との同意が確認できる書面（協
定書、同意書、説明経過書等の写し）

3 25
地域との
操業協定
遵守

地元住民と操業協定等を
締結し、協定内容を遵守
している。

〇 〇

地元住民と操業協定等を文書で締結し、
協定内容を遵守している。

【書面審査資料】
　①近隣との同意が確認できる書面（協
定書、同意書等の写し）

3

29
労働安全
衛生組織

事業規模に応じ、安全衛
生委員会等の組織を設置
している。

〇 〇

事業規模に応じ、安全衛生委員会等の組
織を設置している。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①労働安全衛生委員会の設置要綱・委
員会の組織図
　②会議などの活動が確認できる書面
（活動記録又は議事録等）
　※委員会の組織図については、更新年
月日が記載されているもの
　　活動記録又は議事録等については、
実施年月日が記載されているもの

　※様式第６号の提出がない場合、この
項目は必須となります。

2 29
労働安全
衛生組織

事業規模に応じ、安全衛
生委員会等の組織を設置
している。

〇 〇

事業規模に応じ、安全衛生委員会等の組
織を設置している。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①労働安全衛生委員会の設置要綱・委
員会の組織図
　②会議などの活動が確認できる書面
　※更新年月日が記載されているもの

　※様式第６号の提出がない場合は必須
となります。

2

30 労災防止
労働災害事故の未然防止
に向けた取組を行ってい
る。

〇 〇

労働災害事故の未然防止に向けた取組を
行っている。
　
【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①労災防止に関わる研修及び訓練の実
施計画（年間計画表）を示す書面
　※前年度の計画及び最新年度の計画が
分かる書面

　②労災防止に関わる研修及び訓練の実
施状況を示す書面（実施状況写真を含
む）
　※前年度の状況及び書面審査を受ける
直前までの状況を示す書面

　※様式第６号の提出がない場合、この
項目は必須となります。

3 30 労災防止
労働災害事故の未然防止
に向けた取組を行ってい
る。

〇 〇

労働災害事故の未然防止に向けた取組を
行っている。
　
【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①直前1年間における労災防止に関わ
る研修及び訓練の実施計画（年間計画
表）を示す書面
　②過去1年分（直前1年間分）の労災防
止に関わる研修及び訓練の実施状況を示
す書面（訓練報告書、実施状況写真等）

　※様式第６号の提出がない場合は必須
となります。

3

32 健康診断

従業員（常時使用する者
以外も対象に含む。）の
健康診断を定期的に実施
している。

〇 〇

従業員（常時使用する者以外も対象に含
む。）の健康診断を定期的に実施してい
る。
※専門性（感染性廃棄物）を申請してい
る場合は、感染性廃棄物を取扱う従業員
に対し、少なくとも年１回の定期健診を
行い、その際にHBs抗体価などの測定及
び予防接種等を行っている。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①健康診断の実施計画書
　②過去1年分の実施状況を示す書面
（医療機関からの請求書、領収書等で受
診者数、実施時期、実施機関が分かるも
の）
　③専門性（感染性廃棄物）を申請して
いる場合は、HBs抗体価の測定及び予防
接種等の実施状況を示す書面

2 32 健康診断

従業員（常時使用する者
以外も対象に含む。）の
健康診断を定期的に実施
している。

〇 〇

従業員（常時使用する者以外も対象に含
む。）の健康診断を定期的に実施してい
る。
※専門性（感染性廃棄物）を申請してい
る場合は、感染性廃棄物を取扱う従業員
に対し、少なくとも年１回の定期健診を
行い、その際にHBs抗体価などの測定及
び予防接種等を行っている。

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①健康診断の実施計画書
　②過去1年分の実施状況を示す書面
（医療機関からの請求書、領収書等）
　③専門性（感染性廃棄物）を申請して
いる場合は、HBs抗体価の測定及び予防
接種等の実施状況を示す書面

2

35
講習会修
了者配置

産業廃棄物処理業の許可
取得に必要な認定講習会
修了者が複数常に配置さ
れている。

〇

産業廃棄物処理業の許可取得に必要な認
定講習会修了者が複数常に配置されてい
る。
かつ、処理課程ごとの講習会修了証が有
効期間内であること。
パンフレット等又は自社ホームページ上
で修了者数を情報公開している。自社以
外のホームページ上で公開されている場
合は、自社ホームページからリンクさ
れ、該当する情報画面にジャンプできる
こと。

【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①認定講習会修了証
　②公開していることを示す書面

2 35
講習会修
了者配置

産業廃棄物処理業の許可
取得に必要な認定講習会
修了者が複数常に配置さ
れている。

〇

産業廃棄物処理業の許可取得に必要な認
定講習会修了者が複数常に配置されてい
る。
かつ、講習会修了証の講習課程ごとの有
効期間に空白がないこと。
パンフレット等又は自社ホームページ上
で修了者数を情報公開している。自社以
外のホームページ上で公開されている場
合は、自社ホームページからリンクさ
れ、該当する情報画面にジャンプできる
こと。

【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①認定講習会修了証
　②公開していることを示す書面

2

37 従業員教育

従業員教育に取り組んで
いる。
　(社内研修、他社の施設
見学、行政・協会・団体
等の外部団体が行う産業
廃棄物関係講習会の受講
など)

〇 〇

従業員教育に取り組んでいる。
（社内研修、他社の施設見学、行政・協
会・団体等の外部団体が行う産業廃棄物
関係講習会の受講等）

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①従業員教育に係わる研修計画（年間
計画）を示す書面
　※前年度の計画及び最新年度の計画が
分かる書面

　②従業員教育に係わる研修の実施状況
を示す書面
　※前年度の状況及び書面審査を受ける
直前までの状況を示す書面

3 37 従業員教育

従業員教育に取り組んで
いる。
　(社内研修、他社の施設
見学、行政・協会・団体
等の外部団体が行う産業
廃棄物関係講習会の受講
など)

〇 〇

従業員教育に取り組んでいる。
（社内研修、他社の施設見学、行政・協
会・団体等の外部団体が行う産業廃棄物
関係講習会の受講等）

【書面審査資料】＊①、②すべての資料
　①直前1年間の研修計画（年間計画）
を示す書面
　②直前1年間の実施状況を示す書面

3
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新旧対照表　中間処理業

（3）中間処理業 （3）中間処理業

新 旧

40
資源伝票
保管

売却された再生資源等に
ついて、売却伝票又は売
却に係る帳簿等が整理保
管されている。

〇

売却された再生資源等について、売却伝
票が整理保管されている又は、売却に係
る帳簿等が整理保管されている。

【現地審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①売却伝票
　②売却に係る帳簿等
（売却（再生）を行わない廃棄物及び医
療系廃棄物のみを取り扱う場合は対象
外）

2 40 資源伝票保管

売却された再生資源等に
ついて、売却伝票及び売
却に係る帳簿等が整理保
管されている。

〇

売却された再生資源等について、売却伝
票が整理保管されているか又は、売却に
係る帳簿等が整理保管されている。

【現地審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①売却伝票
　②売却に係る帳簿等
（医療系廃棄物のみを取り扱う場合は除
く）

2

41
資源の排
出者への
説明

処理の過程で発生する再
生資源等について、売却
先、利用方法等を排出事
業者に説明している。

〇

処理の過程で発生する再生資源等につい
て、売却先、利用方法等を排出事業者に
説明している。（売却（再生）を行わな
い廃棄物及び医療系廃棄物のみを取り扱
う場合は対象外）

【現地審査資料】
　①排出事業者へ契約書又はパンフレッ
ト等で説明していることが確認できる書
面

2 41
資源の排
出者への
説明

処理の過程で発生する再
生資源等について、売却
先、利用方法等を排出事
業者に説明している。

〇

処理の過程で発生する再生資源等につい
て、売却先、利用方法等を排出事業者に
説明している。（医療系廃棄物のみを取
り扱う場合は除く）

【現地審査資料】
　①排出事業者へパンフレット等で説明
していることが確認できる書面

2

45
施設屋内
設置

飛散、流出、騒音等に配
慮し、施設が可能な限り
屋内に設置されている。

〇 〇

飛散、流出、騒音等に配慮し、施設が可
能な限り屋内に設置されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

【現地での確認事項】
　※許可申請の事前計画書に基づき、
「環境保全上適切な施設」が設置されて
いる。

3 45
施設屋内
設置

飛散、流出、騒音等に配
慮し、施設が可能な限り
屋内に設置されている。

〇 〇

飛散、流出、騒音等に配慮し、施設が可
能な限り屋内に設置されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

【現地での確認事項】
　※許可申請の事前計画書に基づき、
「環境保全上適切な施設」が設置されて
いる。

3

47

施設内車
両待機ス
ペースの
確保

施設内に搬入・搬出車両
の待機スペースが設けら
れている。

〇 〇

施設内に搬入・搬出車両の待機スペース
が設けられている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

2 47

施設内車
両待機ス
ペースの
確保

施設内に搬入・搬出車両
の待機スペースが設けら
れている。

〇 〇

施設内に搬入・搬出車両の待機スペース
が設けられている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

2

48
トラック
スケール
等設置

処理量を確実に把握する
ためのトラックスケー
ル、容量管理システム、
容器数管理システム等を
設置している。

〇 〇

処理量を確実に把握するためのトラック
スケール、容量管理システム、容器数管
理システム等の計量設備が施設にあり、
廃棄物の搬入・搬出が管理されている。

【書面審査資料】　*①、②いずれかの資
料
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む
　②トラックスケール以外の計量システ
ムの場合は、そのシステムが分かる書面

2 48
トラック
スケール
等設置

処理量を確実に把握する
ためのトラックスケー
ル、容量管理システム、
容器数管理システム等を
設置している。

〇 〇

処理量を確実に把握するためのトラック
スケール、容量管理システム、容器数管
理システム等の計量設備が施設にあり、
廃棄物の搬入・搬出が管理されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

2

49
施設内外
整理整と
ん

施設の内外が整理・整と
んされ、清潔である。

〇 〇

施設の内外、車庫等が整理・整とんさ
れ、清潔である。（実地確認ができない
場合は、写真確認）

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

3 49
施設内外
整理整と
ん

施設の内外が整理・整と
んされ、清潔である。

〇

施設の内外、車庫等が整理・整とんさ
れ、清潔である。（実地確認ができない
場合は、写真確認）

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等

3

52
作業実態
の把握・
確認

日々の作業内容を作業日
報等で確認することがで
きる。

〇 〇

日々の作業内容を作業日報等で確認する
ことができる。

【書面審査資料】
　①作業日報等として使用している書面
様式

3 52
作業実態
の把握・
確認

日々の作業内容を作業日
報等で確認することがで
きる。

〇

日々の作業内容を作業日報等で確認する
ことができる。

【現地審査資料】
　①作業日報等の書面

3

56
ボラン
ティア活
動

都内でボランティア活動
に積極的に取り組んでい
る。

〇

都内でボランティア活動に積極的に取り
組んでいる。

【現地審査資料】
　①ボランティア活動が確認できる書面
（パンフレット、参加者人数等のボラン
ティア活動に関する書面、印刷物、写
真、業務日誌等）

2 56
ボラン
ティア活
動

都内でボランティア活動
に積極的に取り組んでい
る。

〇

都内でボランティア活動に積極的に取り
組んでいる。

【現地審査資料】
　①ボランティア活動が確認できる書面
（パンフレット、参加者名簿等のボラン
ティア活動に関する書面、印刷物、写
真、業務日誌等）

2
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新旧対照表　中間処理業

（3）中間処理業 （3）中間処理業

新 旧

61

地球温暖
化対策に
係る計画
書又は報
告書の作
成提出

都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例
（平成12年東京都条例第
215号。以下「環境確保
条例」という。）に規定
する地球温暖化対策報告
書制度における報告書又
は、総量削減義務と排出
量取引制度における地球
温暖化対策計画書を作成
し、都に提出している。

〇

環境確保条例に規定する地球温暖化対策
報告書制度における報告書を作成し、提
出している。大規模事業所については、
総量削減義務と排出量取引制度における
地球温暖化対策計画書を作成し、都に提
出している。

【書面審査資料】＊①、②、③いずれか
の資料
　①総量削減義務と排出量取引制度にお
ける地球温暖化対策計画書の提出が証明
できる提出書受付印の写し
　②東京都地球温暖化報告書制度におけ
る報告書の提出が証明できる提出書受付
印の写し
　③提出した報告書が公表されている東
京都環境局の公表画面の写し
　※提出書面は直近年度に提出したもの

3 61

地球温暖
化対策に
係る計画
書又は報
告書の作
成提出

都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例
（平成12年東京都条例第
215号。以下「環境確保
条例」という。）に規定
する地球温暖化対策報告
書制度における報告書又
は、総量削減義務と排出
量取引制度における地球
温暖化対策計画書を作成
し、都に提出している。

〇

環境確保条例に規定する地球温暖化対策
報告書制度における報告書を作成し、提
出している。大規模事業所については、
総量削減義務と排出量取引制度における
地球温暖化対策計画書を作成し、都に提
出している。

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①総量削減義務と排出量取引制度にお
ける地球温暖化対策計画書の提出が証明
できる提出書受付印の写し
　②東京都地球温暖化報告書制度におけ
る報告書の提出が証明できる提出書受付
印の写し

3

62
カーボン
オフセッ
ト

事業活動から排出される
二酸化炭素等の温暖化ガ
スのカーボンオフセット
に取り組んでいる。

〇

事業活動から排出される二酸化炭素等の
温暖化ガスのカーボンオフセットに継続
的に取り組んでいる。

【書面審査資料】
　①前回の認定取得・更新以降から現在
までの期間において、継続的な取組状況
が確認できる書面（カーボンオフセット
の証書の写し、カーボンオフセット認証
ラベルのついた商品の購入証明の写し
等）
　※購入年月日が記載されているものを
添付

2 62
カーボン
オフセッ
ト

事業活動から排出される
二酸化炭素等の温暖化ガ
スのカーボンオフセット
に取り組んでいる。

〇

事業活動から排出される二酸化炭素等の
温暖化ガスのカーボンオフセットに継続
的に取り組んでいる。

【書面審査資料】
　①継続的な取組状況が確認できる書面
（カーボンオフセットの証書の写し、
カーボンオフセット認証ラベルのついた
商品の購入証明の写し等）
　※購入年月日が記載されているものを
添付

2

64
低公害型
重機

産業廃棄物運搬許可車両
としての低公害・低燃費
車（低排出ガス車、電気
自動車、ＣＮＧ車、ハイ
ブリッド車等）又は低公
害型重機（特殊自動車）
を導入している。かつ、
インターネット上で情報
公開している。

〇 〇

産廃許可車両としての低公害・低燃費車
（低排出ガス車、電気自動車、ＣＮＧ
車、ハイブリッド車等）又は施設で使用
する重機について、低公害型重機（特殊
自動車）を導入している。かつ、導入状
況を自社ホームページ上で情報公開して
いる。自社以外のホームページ上で公開
されている場合は、自社ホームページか
らリンクされ、該当する情報画面にジャ
ンプできること。

【書面審査資料】＊①、②、③、④すべ
ての資料
　①使用車両及び重機導入状況一覧表等
　②公開画面の写し
　③自社ホームページからリンクされ該
当する情報画面にジャンプできることが
分かる画面の写し
　④情報公開の更新履歴等確認書（様式
第５号）又は、「産廃情報ネット」の更
新履歴情報の書面を添付
　
【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①導入している車両が確認できる書面
（車検証の写し等）
　②導入している低公害型重機が確認で
きる書面（仕様書等）

3 64
低公害・
低燃費車
両、重機

産業廃棄物運搬許可車両
としての低公害・低燃費
車（低排出ガス車、電気
自動車、ＣＮＧ車、ハイ
ブリッド車等）又は低公
害型重機（特殊自動車）
を導入している。かつ、
インターネット上で情報
公開している。

〇 〇

産廃許可車両としての低公害・低燃費車
（低排出ガス車、電気自動車、ＣＮＧ
車、ハイブリッド車等）又は低公害型重
機（特殊自動車）を導入している。か
つ、導入状況を自社ホームページ上で情
報公開している。自社以外のホームペー
ジ上で公開されている場合は、自社ホー
ムページからリンクされ、該当する情報
画面にジャンプできること。

【書面審査資料】＊①、②、③、④すべ
ての資料
　①使用車両及び重機導入状況一覧表等
　②公開画面の写し
　③自社ホームページからリンクされ該
当する情報画面にジャンプできることが
分かる画面の写し
　④情報公開の更新履歴等確認書（様式
第５号）または、「産廃情報ネット」の
更新履歴情報の書面を添付
　
【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①導入している車両が確認できる書面
（車検証の写し等）
　②導入している低公害型重機が確認で
きる書面（仕様書等）

3

67
環境賠償
責任保険
加入

産業廃棄物処理施設賠償
責任保険等、環境汚染等
に関する賠償責任保険に
加入している。
　(例)
・環境汚染賠償責任保険
・土壌汚染浄化費用負担
保険
・請負業者用環境汚染賠
償責任保険

〇 〇

産業廃棄物処理施設賠償責任保険等、環
境汚染等に関する賠償責任保険に加入し
ている。
※事故等による環境汚染の恐れがないと
考えられる処分施設は対象外

【基準項目】
　○環境汚染賠償責任保険
　○土壌汚染浄化費用負担保険
　○請負業者用環境汚染賠償責任保険

【書面審査資料】
　①保険証書の写し

3 67
環境賠償
責任保険
加入

産業廃棄物処理施設賠償
責任保険等、環境汚染等
に関する賠償責任保険に
加入している。
　(例)
・環境汚染賠償責任保険
・土壌汚染浄化費用負担
保険
・請負業者用環境汚染賠
償責任保険

〇

産業廃棄物処理施設賠償責任保険等、環
境汚染等に関する賠償責任保険に加入し
ている。

【基準項目】
　○環境汚染賠償責任保険
　○土壌汚染浄化費用負担保険
　○請負業者用環境汚染賠償責任保険

【書面審査資料】
　①保険証書の写し

3

69

ＩＣタ
グ・GPS
等の追跡
管理シス
テム

ＩＣタグ、ＧＰＳ等によ
る廃棄物追跡管理システ
ムにより、廃棄物処理状
況を排出事業者に提供し
ている。

〇

ICタグ、GPS・ドライブレコーダー
（GPS機能付）等による車両追跡管理シ
ステムにより、廃棄物処理状況を排出事
業者に提供できる。

【現地審査資料】
　①追跡システムの使用状況が確認でき
る書面等

3 69

ICタグ・
GPS等の
追跡管理
システム

ICタグ、GPS等による廃
棄物追跡管理システムに
より、廃棄物処理状況を
排出事業者に提供してい
る。

〇

ICタグ、GPS等による廃棄物追跡管理シ
ステムにより、廃棄物処理状況を排出事
業者に提供している。

【現地審査資料】
　①追跡システムの使用状況が確認でき
る書面等

3

70
性状分析
体制

受入廃棄物及び再生資源
の性状を分析できる体制
がある。

〇

受入廃棄物及び再生資源の性状を分析で
きる体制がある。
※環境影響の恐れのない廃棄物を扱って
いる処分施設は対象外

【現地審査資料】
　①自社施設又は外部の分析機関におい
て、廃棄物の性状分析が行なえる体制で
あることが確認できる書面

3 70
性状分析
体制

受入廃棄物及び再生資源
の性状を分析できる体制
がある。

〇

受入廃棄物及び再生資源の性状を分析で
きる体制がある。

【現地審査資料】
　①分析体制が確認できる書面

3
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新旧対照表　専門性

①　収集運搬業（積替え保管を除く） ①　収集運搬業（積替え保管を除く）

5
ＩＣタグ
等

ＩＣタグ等により感染性
廃棄物を容器ごとに追跡
管理できるシステムを導
入している。

〇
ＩＣタグ、バーコード等により感染性廃
棄物を容器ごとに追跡管理できるシステ
ムを導入している。

必須 5
ＩＣタグ
等

ＩＣタグ等により感染性
廃棄物を容器ごとに追跡
管理できるシステムを導
入している。

〇
ＩＣタグ等により感染性廃棄物を容器ご
とに追跡管理できるシステムを導入して
いる。

必須

②　収集運搬業（積替え保管を含む） ②　収集運搬業（積替え保管を含む）

6
ＩＣタグ
等

ＩＣタグ等により感染性
廃棄物を容器ごとに追跡
管理できるシステムを導
入している。

〇
ＩＣタグ、バーコード等により感染性廃
棄物を容器ごとに追跡管理できるシステ
ムを導入している。

必須 6
ＩＣタグ
等

ＩＣタグ等により感染性
廃棄物を容器ごとに追跡
管理できるシステムを導
入している。

〇
ＩＣタグ等により感染性廃棄物を容器ご
とに追跡管理できるシステムを導入して
いる。

必須

③　中間処理業 ③　中間処理業

6
ＩＣタグ
等

ＩＣタグ等により感染性
廃棄物を容器ごとに追跡
管理できるシステムを導
入している。

〇
ＩＣタグ、バーコード等により感染性廃
棄物を容器ごとに追跡管理できるシステ
ムを導入している。

必須 6
ＩＣタグ
等

ＩＣタグ等により感染性
廃棄物を容器ごとに追跡
管理できるシステムを導
入している。

〇
ＩＣタグ等により感染性廃棄物を容器ご
とに追跡管理できるシステムを導入して
いる。

必須

評　価　基　準　表　新　旧　対　照　表　

新 旧

番号 小項目
内　容

（収集運搬）

審査の方法

審査の基準及び内容 配点 番号

（4）専門性 （4）専門性

新 旧

目
視

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

小項目 内容

審査の方法

審査の基準及び内容 配点

①
書
面
審
査

②現地審査

①
書
面
審
査

②現地審査

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

（4）専門性 （4）専門性

番号 小項目
内　容

（収集運搬）

審査の方法

審査の基準及び内容 配点 番号 小項目 書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

新 旧

（4）専門性 （4）専門性

内容

審査の方法

審査の基準及び内容 配点

①
書
面
審
査

②現地審査

①
書
面
審
査

②現地審査

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

配点

①
書
面
審
査

②現地審査

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

番号 小項目
内　容

（収集運搬）

審査の方法

審査の基準及び内容 配点

①
書
面
審
査

②現地審査

書
類
確
認

ヒ
ア
リ
ン
グ

目
視

番号 小項目 内容

審査の方法

審査の基準及び内容
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